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平成２３年８月１０日 
ＪＡバンク新潟県信連 

 
 
「平成２３年７月新潟・福島豪雨」災害に対する資金対応と利子補給の実施について 

 
 
 ＪＡバンク新潟は、４月から取扱いを開始しました「平成２３年地震災害等復旧支援

資金」の融資対象に、今般発生した平成２３年７月新潟・福島豪雨による被害を追加し、

併せて融資枠の増額及び取扱期間を延長することといたしました。 
 また、「新潟県農林水産業振興資金（８号）」と上記資金については、ＪＡグループに

おいて借入者への利子補給を実施することといたしましたのでお知らせします。 
 
１．平成２３年地震災害等復旧支援資金とその利子補給の概要（追加は下線部分） 

（１）資金の概要 
  ①取扱窓口   県内ＪＡ 
  ②融資対象者  長野県北部を震源とする地震等により直接的・間接的に被害を受

けられた農業者（平成２３年の豪雪被害、東日本大震災による間

接的な被害及び豪雨による被害） 
③資金使途  ○被災等に伴う生産および販売数量の減少等により生じた農畜産物

等の損失額 

○被災等に伴い損害を受けた農地、農業用施設、農機具等の復旧に

要する資金 

○被災等に伴い生じた費用でＪＡの組合長または理事長が農業経営

維持において特に必要と認めた資金 

④融資条件   ○融資限度額  ２,０００万円 

○基準金利  年１．６０％（固定金利） 
ただし、融資後５年間は、ＪＡグループの利子補給により年 
０．００％ 

          ○融資期間  原則として１０年以内（うち据置期間２年以内） 

  ⑤担保・保証 原則として新潟県農業信用基金協会 

 

（２）利子補給の実施について 

  ①利子補給率  年１．６０％（融資後５年間） 
②利子補給機関  ＪＡ、ＪＡバンク新潟県信連、ＪＡ全農にいがた、ＪＡ共済連

新潟、ＪＡ新潟厚生連 
③取扱限度額  １５億円

④取 扱 期 間  平成２３年４月１日（金）～平成２４年５月３１日（木） 



２．平成２３年７月新潟・福島豪雨災害に係る新潟県農林水産業振興資金（８号） 

（１）資金の概要 
  ①取扱窓口   県内に本･支店を有するＪＡ・銀行・信金等 
  ②融資対象者  「平成２３年７月新潟・福島豪雨」で農作物や生産施設等に大き

な被害を受けた農林水産業者 
  ③資金使途  ○経営資金及び施設復旧費、資材購入費など再生産に必要な経費 
  ④融資条件  ○融資限度額 個人：1,000万円、法人・団体：3,000万円 
         ○基準金利  年２．７５％ 
           県と市町村で２．０５％の利子補給により貸付金利は年０．７％ 

さらに、融資後５年間は、県連の利子補給により貸付金利は年

０．００％ 

         ○融資期間  ７年以内（うち据置期間２年以内） 
  ⑤担保・保証 原則として新潟県農業信用基金協会 
 
（２）利子補給の実施について 
  ①利子補給率  年０．７％（融資後５年間） 
  ②利子補給機関  ＪＡバンク新潟県信連、ＪＡ全農にいがた、ＪＡ共済連新潟、 
           ＪＡ新潟厚生連 
  ③取扱限度額  １５億円以内 
  ④取 扱 期 間  本資金の融資要綱発表後に設定 
 
３．相談窓口の設置について 

  上記資金の取扱いや資金繰り相談について、県内各ＪＡおよびＪＡバンク新潟県信

連農業部に緊急相談窓口（TEL：０２５‐２３０‐２１５１）を設置しております。 
 
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 
ＪＡバンク新潟県信連 
 農業部 担当：本田   TEL 025-230-2151 
  企画部 担当：南雲  TEL 025-230-2111 


